
 

令和６年１月２５日  
 
報道機関各位 
 

長岡市危機管理防災本部長 
 

緊急性の高い津波対策の事業費を本日専決処分 

安全と安心のための津波対策を実施 
 

長岡市は、能登半島地震の教訓から、地震発生後に短時間で到達する津波に備えて、

津波情報の発信の多重化や迅速かつ正確な状況把握のための監視カメラの設置など

に係る経費として、総額約３千２百万円を本日付で予算措置しました。 

引き続き、能登半島地震で被災した市民と被災地への支援を進めていくとともに、

地震や津波などの災害対応に全力で取り組み、市民生活の安全と安心の確保を図って

まいります。 
 

専決処分の概要  

（津波対策の全体概要は、別紙のとおり） 
 

一般会計 補正額 ３,２２１万５千円 
 

【 津波対策 】 

１ 津波情報の発信の多重化               ２，００８万１千円 

津波警報発表と連動して自動で情報発信し、高台への避難を呼びかけることによ

り、迅速な避難行動に繋げるもの 
 

（１）緊急告知ＦＭラジオの追加配布     １，６８０万円 

配布対象：津波浸水想定区域の約 1,200世帯（寺泊地域） 

  既に配布している町内会や避難行動要支援者などに加えて配布（無償貸与） 
 
（２）情報発信ツールの拡充         ３２８万１千円 

ラジオを持たない方へも、警報発表時に自動でスマートフォンなど※に発信する仕組

みを新たに導入 

※ 市公式ＬＩＮＥ、ながおかＤメールプラス、Ｘ(旧Twitter)、携帯電話(登録者) 
 

２ 津波監視カメラの設置                   ９１３万４千円 

   迅速かつ正確な状況把握のため、海岸部に監視カメラを設置 
 

【 被災者支援 】 

１ 生活再建支援金の支給                    ３００万円 

  住宅被害が半壊以上の世帯へ支援（半壊の場合、最大 50万円） 
 
２ その他 

寺泊地域の合併浄化槽の復旧支援については、既決予算で対応（９００万円） 
 
■ 津波対策の中で、緊急性が高い対策について専決処分を行うもの 
 

 
 

長岡市 

問い合わせ 

対策に関すること：危機管理防災本部 入澤 ℡ 0258－39－2262 

予算に関すること：財務部財政課   小熊 ℡ 0258－39－2209 

合併浄化槽に関すること：土木部下水道課  岩崎 ℡ 0258－39－2235 



 

新たな津波対策について 
※網掛けが専決項目（それ以外の項目は令和６年度当初予算(案)に必要経費を計上予定） 

 

○避難指示発令の考え方の整理 

 津波の発生から到達までの時間的猶予がないことから、津波情報（津波警報、大津

波警報）の発表と同時に起動するＪアラート連動の情報発信システムによる海岸部へ

の避難の呼びかけをもって、市からの「避難指示の発令」とすることに変更。 
 

１ 津波情報の発信の多重化 

（１）緊急告知ＦＭラジオの追加配布 

  町内会や避難行動要支援者などに配布（無償貸与）している緊急告知ＦＭラジオ

を津波浸水想定区域の世帯（約 1,200世帯）を対象に新たに配布する。 
 
（２）情報発信ツールの拡充 

ラジオを持たない方への情報発信ツールとして、警報発表時に自動でスマートフ

ォンなどに津波情報を発信する仕組みを新たに導入 

（新規配信ツール）市公式ＬＩＮＥ、ながおかＤメールプラス、Ｘ（旧 Twitter）、 
携帯電話（登録者）への一斉架電 

※これまでどおり、緊急告知ＦＭラジオ、屋外拡声器でも自動配信するほか、ホ
ームページなどでも情報発信 

 
２ 津波監視カメラの設置 

  迅速かつ正確な状況把握のために監視カメラを設置 

（寺泊地域海岸部に応急設置１台 → その後４台を設置） 
 
３ 緊急告知ＦＭ放送設備の増設 

  津波避難を繰り返し呼びかけるための緊急告知ＦＭ放送の発信設備を寺泊地域

内に増設（設置場所(予定)：消防寺泊出張所） 

（アオーレ長岡、消防本部、ＦＭながおかに設置済） 
 
４ 市民への意識啓発 

（１）津波ハザードマップの改訂 

  津波避難行動の考え方をわかりやすくまとめた内容に更新し、改訂版を寺泊地域

の全世帯に配付（作成部数 5,000部） 

  ※緊急対応として、現行のハザードマップを津波浸水想定区域の各世帯に配付 
 
（２）津波の避難行動学習会の開催 

  防災団体による津波避難行動の学習会を地区別に開催 
 
（３）避難路の確認や地域での避難訓練実施の働きかけ 
 
５ 一時滞在者（観光客など）向け津波避難の周知 

（１）津波避難啓発ポスター作成 

  津波避難の啓発や避難場所を周知するポスターを作成し、宿泊施設や商店などに

掲示 
 
（２）既設の津波避難標識の更新 

  設置から年数が経過した津波避難標識（看板）を更新 
 
６ 緊急避難場所の環境確保 

  緊急避難場所（地区集会所など）への備蓄物資配備を検討 


